多治見市図書館の管理等に関する条例施行規則の一部改正について

パブリック・コメントの募集について
多治見市図書館の管理等に関する条例施行規則の一部改正について、ご意見を募集します。
　募集期間　　：　平成２２年１１月１日（月）～平成２２年１２月１日（水）
　　主な改正点　：　平成２３年４月１日より、多治見市子ども情報センターの開館時間を本館と同様にします。
	
	 
	変更後
	変更前

	開館時間
	火～金曜日
(休日を除く)
	午前10時から
午後8時まで
	午前10時から
午後6時まで

	
	土・日曜日、休日
	午前10時から
午後6時まで
	


■　改正の理由について
火～金曜日（祝日を除く）の開館時間をこれまで午前10時から午後6時までであったものを午後8時までに延長して学校帰りの高校生等の利用増加につなげようとするものです。
 

■　パブリック・コメントの提出先とお問い合わせ先
提出方法　：　市民文化課宛　書面　郵便　ファックス　電子メール
 
多治見市市民環境部市民文化課文化振興グループ／担当：武藤
〒５０７－８７０３　岐阜県多治見市日ノ出町２－１５
　 電話番号：０５７２－２２－１１１１（内線１１５２）
　 FAX番号：０５７２－２３－６２５８
　 Ｅメール：siminbunka@city.tajimi.gifu.jp
 
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします（お名前、ご住所については公表しません）。
ただし、個々のご意見には直接回答はしませんので、あらかじめご了承ください。
